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2021 年（令和 3 年）12 月 グリーフワークかがわニュースレター第 212 号 

 

 

 

 

         

        

◆2021 年テーマ募金へのご協力のお願い◆ 

 

 

 

 

 

 

 

2021年（令和 3年）12月 28日 グリーフワークかがわ広報部 
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◆2021 年度グリーフワークかがわ公開セミナーのご案内◆ 

～暮らしのなかのグリーフワーク～ 

 

第 43 回 2022年 1月 16 日（日）14：00～15：30（開場 13：30） 

 テーマ 一人ひとりの喪失とそれぞれのグリーフワーク 

     ～支える人になったり支えられる人になったり～ 

 講師  認定 NPO法人グリーフワークかがわ理事長  

認定グリーフカウンセラー  杉山洋子 

 内容  人生における喪失は，私たちの暮らしの中で日常的に起きています。死別だけでなく人

それぞれの事情による喪失とそれぞれの悲嘆の姿があります。グリーフワークという心の

過程について学び，語り合うひとときを作り，真の支えとは何かを考えたいと思います，。 

 

第 44 回 2022年 2月 20 日（日）14：00～15：30（開場 13：30） 

 テーマ 子どものグリーフワークとは 

     ～今を生きる子どもたちと向き合って～ 

 講師  認定 NPO法人グリーフワークかがわ理事  

認定グリーフカウンセラー  三嶋麻実 

 内容   日常の中で，なんらかの喪失を経験しているのは子どもたちも同じです。その一つ一つの

経験を，大切にしてほしいと私は思います。依然として続くコロナ禍，様々な問題がみ

えてきました。実際，子どもたちの生活の場面でどのようなことが起きているのか紹介

したいと思います。そして私たち大人にできることは何か，考えていきたいと思います。 

 

会場  丸亀町レッツカルチャールーム１ 

香川県高松市丸亀町 1番地 1 高松丸亀町壱番街東館４階 

参加費 500円（資料代） 

事前予約不要です。 

資料代は当日会場でお支払いください。 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止の為，マスク着用・消毒液の設置など香川県と関係団体のガイド 

ラインに沿って実施します 

 

※この事業は赤い羽根共同募金会の助成を受けて開催します。 

 
 

 

 

 

◆2021年 12月 12日 第 166回理事会◆ 

《審議事項》 
第１号議案 会計報告に関する事項（理事長提案） 
 これまで，毎月，報告事項として会計からの報告を挙げていたが，執務上，理事のみならず会計担当
者及び監事にとっても前月の会計について理事会での承認を担保しておくことが，望ましいと理事長よ
り提案があり，次回理事会からの第 1号議案として取り上げることで了承された。 

報   告 
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第２号議案 身近な人をなくした方のグループミーティングに関する事項 
 第 107回認定カウンセラー会議（11月 21日）において，標記ミーティングのあり方について検証を行
うことを理事会での審議事項とするよう上申があった。審議の結果，理事長が現状を踏まえ，相談担当
理事に改善策を講じるよう指示を行うことで了承された。 
 
第３号議案 オンライン会議に関する事項 
 継続審議であるオンライン会議の実施上の留意事項等について，各種の会議の中で，とりわけ意思決
定機関である理事会オンライン会議のルールについては，ハイブリッド会議における参加役員の意見表
明の対等性の確保やオンライン会議における役割の偏在の解消と言う観点から，現行のハイブリッド会
議を続けて行くなかで問題点を整理しながら解消を図る必要があるとの見解が示された。また，研修等
参加者に受益がもたらされる会議については，特にホスト役やホスト不在の際の対応やアプリケーショ
ンの扱いも含めて，理事者間で意見交換を行うことで了承された。 
 
第４号議案 会計監査前の指導に関する事項 
理事研修で，監査の前に第三者としての指導を得ることの必要性が確認されたことから，その人選をす

すめて行くことで了承された。 
 
第 5号議案 養成講座の報償費に関する事項 
 今年度の養成講座では講師アシスタント講師の他に「当日の開場と受付のみ担当」の役割について報
償費支給の取り決めがないため，額の案と根拠が示され，原案通り承認された。 
 
第６号議案 2021年度グリーフカウンセラー資格認定と更新作業に関する事項 
養成講座受講済者を対象にした認定申請者の認定面接は，2022年 1月 30日と 2月 13日に実施する。

今年度資格更新予定者については，今年度定期総会において更新期間を 2年から 5年に延長することが
承認されたことを踏まえ，資格認定期間の延長を証明する文書として通知することが了承された。本事
務作業の根拠となる「特定非営利活動法人グリーフワークかがわグリーフカウンセラー資格認定規則」
第 6条五について改正を行うこと，「特定非営利活動法人グリーフワークかがわ ヘルプラインカウンセ
ラー資格認定規則」の同条同項もこの変更に準じること，上記規則第 6条五の「別紙」の作成について
は速やかに取り組むことで了承された。 
 

第７号議案 2021年度テーマ募金に関する事項 
 発送準備作業の具体的な日程と役割等について決定した。 
 
第 8 号議案 会計担当者の理事研修への出席に伴う賃金支給に関すること 
 会計担当者が理事研修へ出席した場合，これを会計業に必要な研修業務とみなし賃金を支給すること
で了承された。 
 
第 9号議案 未払い報償費等の処理に関すること 
 審議未了。 
 

◆2021年 12月 19日 第 108回認定カウンセラー会議◆ 

１ 11月の事業報告 
  相談，技術援助，普及啓発，人材育成各事業について報告を行った。 
 
２ グループミーティングについて 
  ファシリテーターの役割の重要性とスーパービジョンの意義について再確認を行い，今後，相談担

当理事と担当者とで協議を持つ予定である。 
 
３ 認定カウンセラーの資格認定更新について 
  認定委員会委員長から資格更新制度の見直しについて経過報告があった。 
 

◆第 10 回認定カウンセラー研修◆ 

・2021 年 12月 19日，グリープミーティングについて演習を中心に研修を行った。 


